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第１７講 特許、実用新案、意匠、商標の出願演習 
 第１話 出願件数 データの出典：特許庁ホームページ 
   

図 17.1.1 工業所有権(特許、実用新案、意匠、商標)関係の出願件数 

 

わが国の工業所有権関係の出願にど
のような傾向がありますか 
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○1 わが国の特許出願はここ 10 年間順調に伸びています。実用新案は平成 5 年の改正
により無審査となり、権利期間も 6 年に短縮され、かつ権利行使に制限がかせられ
た関係上、急激に減少(１万件未満)しました。 
○2 意匠は年間4万件前後で、変動的に推移しています。 
○3 商標は年間15万件前後(書換登録出願を含む)と、大変多いのに驚きます。国際取引
が当り前になったこと、役務(ｻｰﾋﾞｽ)に対する商標が重要視されていること、ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ
重視の経営になっていること等が要因と見ます。 
○4 2001 年のﾃﾞｰﾀを見ると、特許出願は 43.9 万件であるが、登録件数は 12.1 万件、
27.6％に過ぎません。その原因は審査の進捗情況も有りますが、無駄な出願や拒絶
査定される出願が多いと見ます。一方、意匠と商標は年間の出願件数と登録件数は
かなり近い値(意匠＝83.5％、商標＝71.4％)ですので、比較的効率の良い出願をして
いるようです。 
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図 17.1.2 主要国の特許出願件数とシェア 

 

主要国の特許出願件数、１９９６年、総出願件数：３４６．３万件
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わが国の出願は外国と比べて違い
がありますか 

○1 図 17.1.2 に示すように、わが国の特許出願は件数４９万件、ｼｪｱｰ 11.4％であ
り、第２位のアメリカの 1.9 倍、第 3位のドイツの2.3 倍に達しています。件数
は強さの表れですが、知的財産力についてはリーダーの実感がありません。 
○2 図 17.1.3 を見ると、わが国の国内出願は約 90％であり、外国出願は 10％程度
しかありません。わが国は中小企業を含む物作り産業が発達していて、特許出願
人の数及び発明人口の裾野が広いことが分かります。反面、わが国の物作りは、
トヨタ、ソニー、キャノン等の一部の成功企業を除き、その経営姿勢は防御的か
つ内向的であり、国際市場の制覇に向けた展開に立ち遅れています。 
○3 図 17.1.4 に主要国における技術の輸出高及び輸入高の概算を示します。この図
から分かるように、技術輸出は米国が圧倒的に大きく、わが国の約5倍、ドイツ
の約 3倍です。情報産業、映像産業等の知的財産権の威力でしょう。 

○4 わが国も額は小さいが、海外子会社等の影響で、技術輸出国になりました。 
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図 17.1.3 主要国の国内出願比率 

 
 

図 17.1.4 主要国の技術の輸出と輸入 

 
わが国の技術収支は日銀統計による。他に総務省統計があり数値に差がある。 
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表 17.1.1 わが国の特許出願件数の上位 10社 

順位 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

１ NEC NEC 東芝 東芝 日立 松下 

２ 松下 松下 松下 日立 東芝 日立 

３ 東芝 東芝 日立 松下 キャノン 東芝 

４ 三菱電機 富士通 NEC キャノン 松下 キャノン 

５ 富士通 日立 キャノン NEC ソニー ソニー 

６ 日立 三菱電機 三菱電機 ソニー NEC NEC 

７ キャノン キャノン 富士通 富士通 富士通 リコー 

８ リコー ソニー ソニー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 

９ ソニー リコー リコー リコー 三菱電機 三菱電機 

10 シャープ シャープ 新日鉄 三菱電機 リコー 富士通 

 
赤字は電気・電子メーカ、青は映像メーカ 

 
 
 
 

わが国の特許出願の多い会社は
どこですか 

○1 表 17.1.1 に示すように、わが国に特許出願の多い会社の上位 10社はほとんど全
てわが国の電気、電子、画像関係メーカです。外国メーカはありません。 
○2 表 17.1.2 に米国特許取得メーカの上位10社を示します。米国でも電気、電子、
画像メーカが上位を独占しています。かつわが国の主力メーカが上位を多く占拠
しています。 
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表 17.1.２ 米国における特許権取得上位 10社ランキング 

図中赤字はコンピュータ・電気・電子・音響メーカ、青字は画像メーカ 

  9922  9933  9944  9955  9966    9977  9988  

11  CCaannnnoonn  IIBBMM  IIBBMM  IIBBMM  IIBBMM  IIBBMM  IIBBMM  

22  TToosshhiibbaa  TToosshhiibbaa  CCaannnnoonn  CCaannnnoonn  CCaannnnoonn  CCaannnnoonn  CCaannnnoonn  

33  MMiittssuubbiisshhii  
DDeennkkii  CCaannnnoonn  HHiittaacchhii  MMaaoottoorroollaa  MMoottoorroollaa  NNEECC  NNEECC  

44  HHiittaacchhii  EEaassttmmaann  
KKooddaakk  GGEE  NNEECC  NNEECC  MMoottoorroollaa  MMoottoorroollaa  

55  GGEE  GGEE  MMttssuubbsshhii  
DDeennkkii  

MMiittssuubbiisshhii  
DDeennkkii  HHiittaacchhii  FFuujjiittssuu  SSoonnyy  

66  IIBBMM  MMiittssuubbiisshhii  
DDeennkkii  TToosshhiibbaa  TToosshhiibbaa  MMiittssuubbiisshhii  

DDeennkkii  HHiiaattaacchhii  SSaammssuunngg  
EElleecc..  

77  EEaassttmmaann  
KKooddaakk  HHiittaacchhii  NNEECC  HHiittaacchhii  TToosshhiibbaa  MMiittssuubbiisshhii  

DDeennkkii  FFuujjiittssuu  

88  MMoottoorroollaa  MMoottoorroollaa  EEaassttmmaann  
KKooddaakk  

MMaattssuusshhiittaa  
EElleecc  FFuujjiittssuu  TToosshhiibbaa  TToosshhiibbaa  

99  FFuujjiiPPhhoottoo  
FFiillmm  

MMaattssuusshhiittaaEEll
eecc..  MMoottoorroollaa  EEaassttmmaann  

KKooddaakk  SSoonnyy  SSoonnyy  EEaassttmmaann  
KKooddaakk  

1100  MMaattdduusshhiittaa  
EElleecc..  

FFuujjiiPPhhoottoo  
FFiillmm  

MMaattssuusshhiittaa  
EElleecc..  GGEE  MMaattssuuｓｓhhiittaa  

EElleecc  
EEaassttmmaann  

KKooddaakk  HHiittaacchhii  

 

特許権を多く持っている会社と市場
支配会社は一致しますか 

○1 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの IBM、電気のGE、音響のソニー、画像機器のキャノン等業界のｶﾞﾘﾊﾞ
ｰ企業が特許権の所有ﾗﾝｷﾝｸﾞでも上位に連なっていますが、特許権が多くても市
場支配しているともでいえない会社もあります。 

○2 映像のｳｫﾙﾄﾃﾞｽﾞﾆｰは著作権を、ﾊﾟｿｺﾝ OS のﾏｲｸﾛｿﾌﾄや MPUのｲﾝﾃﾙは特許権以外
の知的財産権(ﾃﾞﾌｧｸﾄｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ、著作権、営業秘密、半導体集積回路の回路配置、
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ等)を多彩に組み合わせて保護を図っています。 

○3 特許権は独占、排他権を行使して初めて本来の価値を生みます。防衛特許やｸﾛｽﾗ
ｲｾﾝｽ目的の特許はﾍﾞﾝﾁｳｫｰﾏｰです。ﾍﾞﾝﾁｳｫｰﾏｰは裏方でその一生を終わるでしょ
う。ﾍﾞﾝﾁｳｫｰﾏｰのために費やす所轄官庁の経費や出願人の出費は削減すべきです。
ﾍﾞﾝﾁｳｫｰﾏｰは危機管理上の保険との説もあります。 
○4 意匠や商標にもﾍﾞﾝﾁｳｫｰﾏｰが多数存在します。 
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 今後の知的財産戦略に関する留意
点はなんですか 

○1 21 世紀は「偽物戦争」の時代といわれています。「偽物戦争」は工業所有権
ばかりでなく、「ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ＝のれん」と「ﾃﾞﾌｧｸﾄｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ＝事実上の標準」に
ついてより強力な偽物退治が行われます。 

○2「ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ」は消費者に安心と信頼と優越感をもたらします。偽物は消費者が
欺く重大な犯罪ですから、パリ条約、ﾏﾄﾞﾘｯﾄﾞ協定等で国際的に取り締まる
ことが約束されています。特許権等は期限付き保護法ですが「ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ」は価
値のある限り無期限に保護されます。知的財産戦略の第 1 は「工業所有権
＋ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ」です。最近の判例によれば、意匠権については機能上の必要形状
を除くとして類似範囲を狭く解釈する(東京地裁昭 11（ﾜ）13242号)が、小
型ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸについては内部構造についての模倣についても不正競争行為
を認め(東京高裁平13（ﾈ）1073 号)、「ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品」模造者には他の模造者を
排除できないとする判決(東京地裁平 8（ﾘ）15112 号)をするなど、偽物を
厳しく取り締まっている。 
○3 標準には政府管掌標準(JIS，ISO)と非政府標準(「ﾃﾞﾌｧｸﾄｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ＝事実上
の標準」があります。JIS や ISOは社会資本ですが、「ﾃﾞﾌｧｸﾄｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ」は
その行為者の財産権であり、「ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ」と同様に大きな財産的価値がありま
す。その際たるものがWindows です。 
○4 今後は特許戦略と同時並行的に「ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ」化と「ﾃﾞﾌｧｸﾄｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ」化を推し
進めなければなりません。それが今後の知的財産戦略です。 
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図 17.1.5 日本―米国―欧州間の特許出願の流れ 
   
 
 
 
 対米出願21,762 件                 対欧出願 8,914 件 
 対日出願13,4２３件                  対日出願 6,914 
 
 
 
 
 
 
                 対欧出願13,413 件       
                 対米出願15,696 件   
  
注 わが国は米国を最重要国としているが、米国はわが国と欧州を対等にみている。 
   欧州ははわが国を米国の約半分の価値しか認めていない。特許の分野は米国が世界

の中心であるといえるだろう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

欧州 

日  本 
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第１７-１講 特許出願演習 

 第１話 特許出願書類 

 
 
【書類名】       特許願 
【整理番号】       
【提出日】       平成  年  月  日 
【あて先】       特許庁長官 殿 
【国際特許分類】     
【発明者】 
  【住所又は居所】  
  【氏名】      
【発明者】 
  【住所又は居所】  
  【氏名】      
【特許出願人】 
  【識別番号】   ０００００００００ 
  【氏名又は名称】  
  【代表者】     
【手数料の表示】 
  【予納台帳番号】 ００００００ 
  【納付金額】   ２１,０００円 
【提出物件の目録】 
  【物件名】    明細書  １ 
  【物件名】    図面   １ 
  【物件名】    要約書  １ 

特許出願にはどのような書
類が必要ですか 

○1 特許出願には、願書、明細書、必要な図面及び要約を左綴じにし、出願料に相当
する特許印紙を貼付して特許庁の窓口叉は郵便書留で郵送します。 
○2 外国人の出願も当然日本語です。特許協力条約による出願は期限内に翻訳文を提
出すれば足ります。 
○3 出願書類の帳票を下記します。 
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【書類名】     明細書 
【発明の名称】    
【特許請求の範囲】 
  【請求項１】  
  【請求項２】  
  【請求項３】  
【発明の詳細な説明】 
  【発明の属する技術分野】 
  
  【従来技術】 
 
  【発明が解決しようとする課題】 
 
  【課題を解決するための手段】 
 
  【発明の実施の形態】 
 
 

  【発明の効果】 
 

【図面の簡単な説明】 
  【図１】 
  
  【図２】 
  
  【図３】 
 

  【図４】 
 
 
  【符号の説明】 
１０ ○○ 
１１ ○○ 
１２ ○○ 
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 第

１図                              

第３

図 

 

 

 

 

 

 

 

               第４図 

 

(57)【要約】         

【課題】低負荷時に制御弁に供給する作動油の流量を低 

減する負荷圧感応弁を、ポンプハウジングに新たな加工 

を施すことなく設置できるようにする。 

【解決手段】ポンプハウジング１５の弁収納孔１６内に 

摺動自在に収容された流量調整用のバイパスバルブ２

３ 

に、両端に受圧面積差をもつ負荷圧感応弁３０を摺動可 

能に貫通させ、この負荷圧感応弁３０を負荷圧に応じて 

バイパスバルブ２３に対して変位させるようにし流量

調 

整用ばね３２の荷重を変更するようにした。 
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第２図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

演習問題 
第 15-1 講に掲載されている判例を見て特許願書、明細書及び要約を作成せよ。 
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第 17-２講 実用新案登録出願演習 
下記の事例について実用新案登録出願の願書及び明細書を作れ。 
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第17-3講 意匠権とその登録出願演習 

 第１話 意匠権 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

意匠権とは何ですか 

○1 意匠法(第 9 講参照)には、意匠(Design)の定義として「物品の形状、模様若しく
は色彩叉はこれらの結合であって視覚を通じて美観を起こさせるもの」(意匠法
2条)とされています。保護の対象となる意匠は、本法第 1条の目的から見て「創
作されたもの」と理解できます。 
○2 意匠の定義中に「技術的思想」という文言はありませんが技術と無関係ではあり
ません。「技」は物事を巧みに行う技であり、「術」は技の芸ですから、意匠(Design)
は技術的思想の一部です。著作権も同様です。よってｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが特許法と
著作権法のどちらでも保護され、また特許、実用新案若しくは意匠の出願が相互
に出願変更できる理由です。 

○3 意匠には、組物の意匠、秘密意匠、類似意匠などの特別の制度があります。特許
及び実用新案との相違を下表に示します。詳細は第９講参照 

意匠権制度と特許、実用新案制度との
違いはなんですか 

○1 意匠は審美性を追及した物のデザインですから、見て分かること、拡布が早いこ
と、流行があること、真似られやすいこと等の特徴がありますから、特許、実用
新案とは異なる制度があります。その主なものは表17-3.1.2 の通りです。 
○2 ｷｬﾗｸﾀｰｸﾞｯｽﾞに見られるように、意匠権は著作権とも密接な関係があります。第 15
講の判例に見られる通り、意匠権の紛争には著作権法のほかに不正競争防止法が
関係します。 

○3 意匠の形状はｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑで表現され、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化することが可能ですが、意
匠法ではその関係について言及されていません。 
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表 17-3.1.1 意匠と特許、実用新案との主な相違点 
 

項 目 意   匠 特   許 実 用 新 案 
保護対象 意匠 発明 考案 
登録要件 工業上利用 産業上利用 産業上利用 
不登録事由 他人の業務に係る物

品と混同を生じるお
それのある意匠 

公衆の公序、良俗叉は
衛生を害するおそれ
のある発明 

公衆の公序、良俗叉は
衛生を害するおそれ
のある考案 

実体審査 実体審査あり 実体審査あり 実体審査なし 
図面の提出 原則として必須 任意 原則として必須 
権利存続期間 設定登録日から15年 出願日から20年 出願日から6年 
特有の制度 ○ａ関連意匠制度 

○ｂ組物の意匠制度 
○ｃ秘密意匠制度、 
○ｄ部分の意匠に制度 
○ｅ補正却下後の新出願
制度 

○1 出願公開制度 
○2 審査請求制度 
○3 外国語書面出願制
度 
○4 異議申立制度 
○5 国内優先制度 

○1 無審査制度 
○2 実用新案技術評価
制度 

特有の審判制度 ○ｆ 補正却下不服の審
判 

○6 訂正審判 
○7 延長登録無効審判 

 

権利の及ぶ範囲 登録意匠及び類似意
匠 

同一及び均等の発明 同一考案 

出願時に費用 
(＋弁理士手数

料) 

出 願手数料 (16,000
円) 

出 願手数料 (16,000
円) 
（＋弁理士手数料） 

出願手数料(14000円)
＋ 3 年 分 登 録 料
(24900 円、請求項１
の場合) 

審査請求手数料 
(＋弁理士手数

料) 

なし 168,600円＋4,000円
×請求項数 
（＋弁理士手数料） 

なし 

技術評価書請求
手数料 

なし なし 42000 円＋1300 円×
請求項数 
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 第 2 話 意匠登録出願 
 

 
 
   
図 17-３.２.１ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        15 年 

意匠登録出願の流れはどのように
なっていますか 

意匠の登録出願から設定登録、権利の消滅までの流れは図 17-3.2.1
の通りです。 

出願 

実体審

査 

方式審査 補正命令 

補正書不提出 補正書提出 

却下処分 

拒絶理由通知 

意見書、補正書の提出 

拒絶理由なし 

登録査定 拒絶理由査定 

査定不服の審判請求 

拒絶理由が解消しない 

登録料納付 

登 録 

拒絶理由あり 

意匠公報の発行 
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意匠権消滅 

組物の意匠とは何ですか 

○1 湯飲み急須と、徳利と杯、洋食器セットのように同時に使用される 2以上の物品で
あって、政令で定める物品の意匠(組物の意匠)は、形や絵柄に統一があれば、一意匠
として出願できます(意匠法8条)。 

○2 組物の意匠は個別意匠に出願変更叉は分割出願できます。 

関連意匠とは何ですか 

○1 例えばあるﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝ花瓶をﾃﾞｻﾞｲﾝした場合、そのﾃﾞｻﾞｲﾝのﾓﾁｰﾌを同一にする花瓶は
多数想定されます。その多数のﾃﾞｻﾞｲﾝの中から一つの意匠を本意匠とし、残りの意
匠を関連意匠とすることができる制度です(意匠法 10 条)。この制度により、本意匠
を中心とした群として意匠の保護が図れます。 
○2 関連意匠は個別意匠に出願変更叉は分割出願できます。 

秘密意匠とは何ですか 

○1 意匠は物品のﾃﾞｻﾞｲﾝですから衆人の目に触れた段階で不正コピーや権利に抵触す
るかどうか不明な模造品が出現するのおそれがあります。またﾃﾞｻﾞｲﾝの流行も変
化しますので、事業化の目処がつくまで意匠を秘密にしたいことがあります。意匠
登録に日から 3 年間に限り、期間を指定して登録意匠を秘密にすることを秘密意
匠といいます(意匠法 14 条)。この制度により、意匠の事業化計画の保護が図れま
す。 
○2 秘密意匠は解除できます。権利行使には制限があります。 
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下記の例について意匠登録出願の願書及び明細書を作成せよ。 
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第 17-４講 商標権とその登録出願演習 
 第１話 商標権 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17-4.1.1 商標権とは何ですか 

○1 商標法(第 10 講参照)には、商標(Trade Mark)の定義として、「文字、図形、記号

若しくは立体的形状若しくはこれらの結合叉はこれらと色彩との結合(標章)で
あって、ａ．業として商品の生産、証明叉は譲渡する者がその商品に使用するも

の、ｂ．業として役務(ｻｰﾋﾞｽ)の提供叉は証明する者がそのｻｰﾋﾞｽについて使用す

るもの」(商標法 2 条)とされています。つまり商品叉はｻｰﾋﾞｽに使う標章が商標

です。 
○2 標章の使用とは、ａ．商品や包装に付する行為、ｂ．それを譲渡、引渡し、拡布

叉は輸入する行為、ｃ．ｻｰﾋﾞｽを提供する者が提供物に標章を付する行為、ｄ．

ｻｰﾋﾞｽ提供者の標章を付したものを用いてｻｰﾋﾞｽを提供する行為、ｅ．その標章を

付したｻｰﾋﾞｽを拡布する行為、ｆ．ｻｰﾋﾞｽの提供に係る物に標章付する行為、ｇ．

商品叉はｻｰﾋﾞｽに関する広告、定価表叉は取引書類に標章付して展示叉は頒布す

る行為、のことです。 
○3 商標権は標章と指定商品叉は指定ｻｰﾋﾞｽがセットになった権利であり、指定商品

叉は指定ｻｰﾋﾞｽについて登録商標を排他独占的に使用する権利です。その目的は

商標を使用する権利を有する者の業務上の信用の維持と需要者の利益を保護す

ることです。需要者の利益とは商品やｻｰﾋﾞｽの出所の誤認混同及び国旗、紋章、

証明印等の公共物に対する誤認混同の防止です。 
○4 商標法特有の制度として、 
ａ．商標権は 10 年単位で更新できることと、 
ｂ．防護標章制度があることと、 
ｃ．水際措置に加え輸出国における防御措置を可能とすることです。 

○5 わが国の商標法は第 10 講で詳細に説明します。国際条約や協定との関係につい

ては、第 4 講及び第５講で詳細に説明します。 
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 第 2 話 商標登録出願 
 

 
 
 

図 17-4.2.1 商標登録出願の流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                             ２月                                             
 
     10 年 
                 

図 17.4.2.2 商標の種類 

商標登録出願の流れはどのように
なっていますか 

商標の登録出願から設定登録、更新登録、権利の消滅までの流れは図
17-4.2.1 の通りです。 

出願 

実体審

査 

方式審査 補正命令 

補正書不提出 補正書提出 

却下処分 

拒絶理由通知 

意見書、補正書の提出 

拒絶理由なし 

登録査定 拒絶理由査定 

査定不服の審判請求 

拒絶理由が解消しない 

登録料納付 

登 録 

意匠権消滅叉は更新 

拒絶理由あり 

商標公報 

出願公開 

公開商標公報 

一般人登録

異議申立 

意見書提出 
登録維持叉

は取消決定 

 赤字は、出願人叉は一般人の行為 
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出典：(社)発明協会制作 工業所有権標準テキスト 特許編 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

商標登録出願における注意点は
なんですか。 

○1 自己の業務係る商品叉は役務に使用する商標は、特別顕著性のない下記の商標
(商標法第3条)を除き、商標登録を受けることができます。 

 ａ．商品叉は役務の普通名称を普通に表示する標章のみからなる商標 
ｂ．慣用商標 
ｃ．その商品の産地叉は役務の提供場所等、それぞれの属性(商標法第 3 条第 3
項参照)を普通に表示する標章のみからなる商標 
ｄ．ありふれた氏叉は名称を普通に表示する標章のみからなる商標 
ｅ．極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標 
ｆ．需要者が何人の業務叉は役務かを認識できない商標 
○2 ただし、a.から e．に列挙された商標でも使用による顕著性が生じた商標は登
録を受けることができる。 
○3 更に国旗、菊花紋章等の絶対不登録商標(商標法第4条)があります。 
○4 商標登録出願にあたっては、絶対不登録商標でない、特別顕著性のある商標に
ついて登録出願します。商標の採用と商標登録出願に際し、先登録商標叉は先
願の商標の調査が絶対・不可欠に必要です。 
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不登録商標とはなんの
ことですか。 

○1 自己の業務に係る商品叉は役務に使用する商標であっても、絶対に商標登録の
対象ならない商標があります。商標法第４条に絶対に登録できない商標(絶対
不登録商標)が列記されています。主なものを以下の通りです。 
1． 国旗、菊花紋章、勲章、褒賞叉は外国の国旗と同一叉は類似の商標 

2． パリ条約の同盟国、WTOの加盟国等の指定紋章と同一叉は類似の商標 

3． 国際連合その他の国際機関の指定標章と同一叉は類似の商標 

4． 白地赤十字の標章叉は赤十字、ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ十字の名称と同一叉は類似の商標 

5． 日本叉はパリ条約等の加盟国若しくは締結国の監督用、証明用の指定の印章叉は記号

と同一叉は類似の商標を、同一叉は類似の商品叉は役務に使用するもの 

6． 公共団体、非営利公益団体等を表示する著名標章と同一叉は類似の商標 

7． 公序良俗を害するおそれのある商標 

8． 他人の肖像、氏名、名称、著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称

を含む商標 

9． 政府等が開催する博覧会若しくは特許庁長官が指定する博覧会叉は外国政府等が開催

する博覧会の賞と同一叉は類似の標章を含む商標 

10． 他人の著名商標叉は類似商標であって、その同一叉は類似の商品叉は役務に使用する

もの 

11． 他人の先願登録商標叉は類似商標であって、その同一叉は類似の指定商品叉は指定役

務に使用するもの 

12． 他人の登録防護商標と同一の商標であって、その防護商標に係る同一の指定商品叉は

指定役務に使用するもの 

13． 商標権が消滅した日から1年を経過しない他人の商標叉は類似商標であって、その商

標権と同一叉は類似の指定商品叉は指定役務に使用するもの 

14． 種苗法登録品種の登録名称と同一叉は類似の商標であって、その種苗叉はこれに類似

する商品叉は役務に試用するもの 

15． 他人の業務に係る商品叉は役務と混同するおそれのある商標 

16． 商品の品質叉は役務の質の誤認のおそれのある商標 

17． 指定ぶどう酒叉は蒸留酒であって、指定地以外では使用が禁止されている商標であっ

て、当該地以外の産地のぶどう酒叉は蒸留酒に使用するもの 

18． その商品叉は包装の機能上不可欠な立体形状からなる商標 

19． 他人の著名商標と同一叉は類似商標を不正の目的で使用するもの 
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 特徴のある制度として何がありま
すか 

①団体商標(7 条)：法定の社団法人若しくは事業共同組合その他特別法により制定さ
れた組合叉はこれらに相当する外国の法人は、構成員に使用させる商標について団
体商標の登録を受けることができます。 
②存続期間の更新(19条)：商標権の存続期間は商標権者の更新登録申請により繰り返
し更新登録することができます。更新登録期間は 10 年 

③商標権の移転に係る混同を防止する表示を請求できます(24 条の 4)。 
④商標権の効力が及ばない範囲として自己の肖像や普通名称等が具体的に列記されて
います(26 条) 
⑤防護標章(第 7章)：事項で説明します。 
⑥ﾏﾄﾞﾘｯﾄﾞ協定議定書に基づく特例(第 7 章の 2)：商標の国際登録出願を定めていま
す。 

防護標章とは何ですか 
 

 特徴のある制度として何がありま
すか 

○1 防護標章とは著名になった商標を指定商品・指定役務(以下「指定商品等」
という)以外の商品等にていても防護する制度です。例えば登録商標「トヨ
タ」の本業の指定商品は第 12 類の「乗物」ですが、第 5 類「薬剤」に防護
標章登録されています。需要者においてトヨタ自動車が作ったくすりと誤認
混同を起こさせない、商標の名声に傷をつけさせない、商標の価値化を希薄
にさせないなど社会の秩序と不正を防止する制度です。 

○2 防護標章の存続期間は 10 年で繰り返し更新登録することができます。更新
登録期間は 10 年 

○3 防護標章は使用権ではなく禁止権です。禁止権は類似の範囲まで及びませ
ん。 
 他人への使用権の許諾や質権の設定もできません。 
 基本となる商標権に従って移転し消滅します。ただし分割移転した場合には
防護標章の登録は消滅します。 
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17-４.2.7 指定商品・指定役務の区分 
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商標登録出願演習 
下 記 の 例 に つ い て 意 匠 登 録 出 願 の 願 書 と 明 細 書 を 作 成 せ よ 。

 
 
 


